
 

 

 

多言語生活情報 
 

 C 結婚
けっこん

・離婚
り こ ん

 のトップへ 

  

C 結婚
けっ こん

・離婚
り こ ん

 

1 結
けっ

婚
こん

 

1-2 婚
こん

姻
いん

届
とどけ

 

 婚
こん

姻
いん

届
とどけ

とは結
けっ

婚
こん

するときに、市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の役
やく

所
しょ

に提
てい

出
しゅつ

する届
とどけ

出
で

のことです。婚
こん

姻
いん

成
せい

立
りつ

の要
よう

件
けん

は、国
くに

によって

異
こと

なりますから、日
に

本
ほん

人
じん

は日
に

本
ほん

の、外
がい

国
こく

人
じん

はその人
ひと

の国
くに

の婚
こん

姻
いん

要
よう

件
けん

（条
じょう

件
けん

）を備
そな

えていることが必
ひつ

要
よう

になりま

す。そこで、外
がい

国
こく

人
じん

が婚
こん

姻
いん

する場
ば

合
あい

は、婚
こん

姻
いん

要
よう

件
けん

を備
そな

えていることを証
しょう

明
めい

する婚
こん

姻
いん

要
よう

件
けん

具
ぐ

備
び

証
しょう

明
めい

書
しょ

を提
てい

出
しゅつ

し

なければなりません。 

  外
がい

国
こく

人
じん

の婚
こん

姻
いん

要
よう

件
けん

具
ぐ

備
び

証
しょう

明
めい

書
しょ

は、在
ざい

日
にち

大
たい

使
し

館
かん

、領
りょう

事
じ

館
かん

で発
はっ

行
こう

され、外
がい

国
こく

語
ご

で記
き

載
さい

されている場
ば

合
あい

は、翻
ほん

訳
やく

者
しゃ

の署
しょ

名
めい

、捺
なつ

印
いん

された訳
やく

文
ぶん

を添
てん

付
ぷ

します。婚
こん

姻
いん

要
よう

件
けん

具
ぐ

備
び

証
しょう

明
めい

書
しょ

が発
はっ

行
こう

されない国
くに

の場
ば

合
あい

は、それに代
か

わる

書
しょ

類
るい

を準
じゅん

備
び

しなければなりませんので、詳
くわ

しくは市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の役
やく

所
しょ

に問
と

い合
あ

わせてください。 

 

必
ひつ

要
よう

な書
しょ

類
るい

 提
てい

出
しゅつ

先 
さ き

／問
とい

合
あわせ

先
さき

 いつからいつまで 届 
と ど

け出
で

る人 
ひ と

 

1 婚
こん

姻
いん

届
とどけ

（用
よう

紙
し

は市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の役
やく

所
しょ

にありま

す） 

※成
せい

人
じん

の証
しょう

人
にん

2名
めい

の署
しょ

名
めい

と捺
なつ

印
いん

が必
ひつ

要
よう

 

2 戸
こ

籍
せき

謄
とう

本
ほん

1通
つう

（日
に

本
ほん

人
じん

） 

3 婚
こん

姻
いん

要
よう

件
けん

具
ぐ

備
び

証
しょう

明
めい

書
しょ

またはそれに代
か

わる

文
ぶん

書
しょ

（外
がい

国
こく

人
じん

） 

4 外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

証
しょう

明
めい

書
しょ

 

5 パスポートなど（国
こく

籍
せき

を証
しょう

明
めい

するもの） 

結
けっ

婚
こん

する二人
ふたり

のどちら

かの住
じゅう

所
しょ

があるとこ

ろ、または日
に

本
ほん

人
じん

の本
ほん

籍
せき

地
ち

の市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の役
やく

所 
し ょ

 

任
にん

意
い

 結
けっ

婚
こん

する二人
ふたり

 

 

※必
ひつ

要
よう

ならば、受
じゅ

理
り

された後
あと

、婚
こん

姻
いん

届
とどけ

受
じゅ

理
り

証
しょう

明
めい

書
しょ

を発
はっ

行
こう

してもらう 
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(1) 当
と う

事
じ

者
しゃ

の一
いっ

方
ぽう

が外
がい

国
こ く

人
じん

の場
ば

合
あい

 

 日
に

本
ほん

人
じん

と外
がい

国
こく

人
じん

が日
に

本
ほん

で結
けっ

婚
こん

する場
ば

合
あい

は、戸
こ

籍
せき

法
ほう

の規
き

定
てい

に 従
したが

って婚
こん

姻
いん

届
とどけ

を出
だ

します。これで日
に

本
ほん

側
がわ

の手
て

続
つづき

は終
お

わりで、このあと本
ほん

国
ごく

に届
とど

け出
で

をします。その際
さい

、婚
こん

姻
いん

届
とどけ

受
じゅ

理
り

証
しょう

明
めい

書
しょ

が必
ひつ

要
よう

ですので、婚
こん

姻
いん

届
とどけ

を提
てい

出
しゅつ

したときに受
じゅ

理
り

証
しょう

明
めい

書
しょ

を発
はっ

行
こう

してもらうといいでしょう。また、国
くに

によって手
て

続
つづき

方
ほう

法
ほう

が異
こと

なりますから、在
ざい

日
にち

大
たい

使
し

館
かん

や領
りょう

事
じ

館
かん

などに確
かく

認
にん

をしましょう。日
に

本
ほん

人
じん

と結
けっ

婚
こん

して、日
に

本
ほん

人
じん

の配
はい

偶
ぐう

者
しゃ

としての在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

の変
へん

更
こう

を希
き

望
ぼう

する人
ひと

は、所
しょ

轄
かつ

の入
にゅう

国
こく

管
かん

理
り

局
きょく

へ相
そう

談
だん

しましょう。 

 

●婚
こん

姻
いん

届
とどけ

の書
か

き方
かた

 

 婚
こん

姻
いん

届
とどけ

の書
か

き方
かた

は、以
い

下
か

の点
てん

を除
のぞ

いて日
に

本
ほん

人
じん

の場
ば

合
あい

と同
おな

じです。  

・当
とう

事
じ

者
しゃ

の氏
し

名
めい

、生
せい

年
ねん

月
がっ

日
ぴ

、住
じゅう

所
しょ

 

カタカナで氏
し

・名
めい

の順
じゅん

で記
き

入
にゅう

します。氏
し

と名
めい

の 間
あいだ

には読
とう

点
てん

を打
う

ちます。生
せい

年
ねん

月
がっ

日
ぴ

は西
せい

暦
れき

でかまいません。住
じゅう

所
しょ

は外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

をしている場
ば

所
しょ

です。 

・本
ほん

籍
せき

地
ち

 

当
とう

事
じ

者
しゃ

の国
こく

籍
せき

のみ記
き

入
にゅう

します。 

・署
しょ

名
めい

・捺
なつ

印
いん

 

署
しょ

名
めい

だけでかまいません。 
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(2) 当
とう

事
じ

者
しゃ

の両
りょう

方
ほう

が外
がい

国
こく

人
じん

の場
ば

合
あい

 

外
がい

国
こく

人
じん

同
どう

士
し

が日
に

本
ほん

で結
けっ

婚
こん

したい場
ば

合
あい

は、手
て

続
つづき

の方
ほう

法
ほう

が国
くに

によって異
こと

なりますから、それぞれの在
ざい

日
にち

の大
たい

使
し

館
かん

、

領
りょう

事
じ

館
かん

に確
かく

認
にん

しましょう。日
に

本
ほん

の市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の役
やく

所
しょ

で婚
こん

姻
いん

手
て

続
つづき

をする場
ば

合
あい

は、市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の役
やく

所
しょ

に必
ひつ

要
よう

書
しょ

類
るい

な

どの確
かく

認
にん

をしましょう（受
じゅ

理
り

された後
あと

、婚
こん

姻
いん

届
とどけ

受
じゅ

理
り

証
しょう

明
めい

書
しょ

を発
はっ

行
こう

してもらいます）。またそれぞれの本
ほん

国
ごく

への

届
とどけ

出
で

も必
ひつ

要
よう

です。 
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(3) 婚
こん

姻
いん

後
ご

の国
こく

籍
せき

 

外
がい

国
こく

人
じん

が、日
に

本
ほん

人
じん

と結
けっ

婚
こん

したことで自
じ

動
どう

的
てき

に日
に

本
ほん

国
こく

籍
せき

を取
しゅ

得
とく

することはありません。なお、日
に

本
ほん

国
こく

籍
せき

を取
しゅ

得
とく

する

ためには、法
ほう

務
む

大
だい

臣
じん

の帰
き

化
か

の許
きょ

可
か

を得
え

なければなりません（D その他
た

の 届
とどけ

出
で

 3 参
さん

照
しょう

）。 
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